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税税税税税税税税税税源源源源源源源源源源移移移移移移移移移移譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲にににににににににによよよよよよよよよよるるるるるるるるるる経経経経経経経経経経過過過過過過過過過過措措措措措措措措措措置置置置置置置置置置税源移譲による経過措置申告が
必要です！

　今回の税源移譲は、所得税（国税）から市・県民税（地方税）への税源の移し替えなので、「所得税＋市・県民税」
の個人負担額は基本的には変わりません。（定率減税の廃止など、他の要因による増税は除きます）
　しかし、以下のような場合において、税源移譲に伴う所得税減額の恩恵を受けられないため、新たな控除制度が新
設されました。

所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除を�

市・県民税で控除します�

●申告が必要です！�
申告期限は�
毎年の確定申告期限まで！�

◆適用期間�
平成20年度分～平成28年度分�

　税源移譲により所得税が減額となり、本来受けられるべき住宅ローン控除可能額が所得税額よりも大きくなり、控

除しきれない場合があります。このため、平成１１年から平成１８年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を

受けている方で、所得税から控除しきれない額が生じた場合、この控除しきれなかった額を翌年度の市・県民税（所

得割）から控除することができます。

※対象となる可能性がある方には事前に通知していますが、通知が届いた方全員が該当するものではありません。�

税源移譲前� 税源移譲後�

－� ＝�
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所得税額�

（40万円）� 住宅ローン�

控除可能額�

（30万円）�

住宅ローン�

控　除　額�

（30万円）�

住宅ローン�

控除可能額�

（30万円）�

住宅ローン�

控　除　額�

（20万円）�

納付する�

所得税額�

（10万円）�

�

税源移譲�
の 実 施�

税源移譲に�

より所得税�

額が 減 少�

所得税額�

（20万円）�

控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
額�

減
　
少�

翌年度の市･県民税�
から控除します！�

10万円�

●平成２０年以降、市・県民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要となります。
　平成１９年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、３月１７日（月）までに平成２０年1月1日現在にお住まい
の市区町村へ「市町村民税道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」（※１）を提出してください。

■次の対象条件により「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出方法が異なります。

Ａ：給与所得のみで確定申告を要しない方（年末調整済）　   ⇒　源泉徴収票を添付して市区町村に提出（※２）

Ｂ：確定申告を要する方　　　　　　　　　　　　　　　　 ⇒　確定申告書とともに税務署又は市区町村に提出
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（※１）「住宅借入金等特別税額控除申告書」は各申告受付会場でご用意しています。
（※２）Aの対象となる方は、「住宅借入金等特別税額控除申告書」に【住宅借入金等の年末残高合計額】を記載する

項目がありますので、事前に金額をご確認の上申告してください。

平成19年中の所得税がゼロとなった場合�

平成19年度の市・県民税を減額できます�

●申告が必要です！�
「減額申告書」の提出期間は、�
平成20年７月１日～31日�

　税源移譲により、市・県民税は平成１９年度課税分（平成１８年中所得）から適用されますが、所得税は平成１９年中所得
から適用されるので、所得の対象年が１年ずれてしまいます。
　平成１８年中に所得があった方で平成１９年中の所得がなくなり所得税が課税されない方などは、市・県民税だけ増額
され、所得税の減額が行われないため不公平が生じます。この問題を解消するための経過措置として、すでに納付済み
である平成１９年度分市・県民税から税源移譲により増額となった差額分を減額します。

●この経過措置の対象となる方は、平成１９年度市・県民税を課税した市区町村に「市町村民税道府県民税減額申告書」
を提出願います。なお対象となる可能性がある方には事前に通知する予定になっています。　問　市民税課（内線３６４）
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今
年
も
市
・
県
民
税
の
申
告
の

時
期
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。

　

申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
方
に

は
、事
前
に
申
告
案
内
を
送
付
し

ま
す
の
で
、次
ペ
ー
ジ
の
日
程
表
を

ご
覧
い
た
だ
き
、で
き
る
だ
け
指

定
さ
れ
た
日
時
に
申
告
さ
れ
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

案
内
が
届
か
な
い
方
で
も
申
告

の
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、

最
寄
り
の
会
場
で
申
告
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　

公
営
住
宅
、児
童
手
当
、保
育

所
な
ど
の
手
続
き
に
必
要
な
各
種

証
明
書
な
ど
の
発
行
が
必
要
な
方

は
、収
入
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず

申
告
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、収
入
の
無
か
っ
た
方
や
遺

族
年
金
・
障
害
年
金
な
ど（
非
課

税
所
得
の
み
）を
受
給
し
て
い
る
方

で
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て

い
る
方
は
、国
保
税
の
軽
減
措
置

が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、該
当
す
る
方
は
申
告
を
し
て

く
だ
さ
い
。な
お
、市
・
県
民
税
の

申
告
を
さ
れ
た
方
は
、国
保
税
の

簡
易
申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

正
し
い
申
告
を
し
ま
し
ょ
う

市市市市市市市市市市市市市市市市
・・・・・・・・・・・・・・・・
県県県県県県県県県県県県県県県県
民民民民民民民民民民民民民民民民
税税税税税税税税税税税税税税税税
のののののののののののののののの
申申申申申申申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告告告告告告告

  
市
・
県
民
税
の
申
告
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月月月月月月月月月月月月月月月月

日日日日日日日日日日日日日日日日

　
　

２
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日
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木木木木木木木木木木木木木木木木
））））））））））））））））かかかかかかかかかかかかかかかか

（
木
）か
らららららららららららららららら
３３３３３３３３３３３３３３３３
月月月月月月月月月月月月月月月月

日日日日日日日日日日日日日日日日

ら
３
月　

日
（（（（（（（（（（（（（（（（
月月月月月月月月月月月月月月月月
））））））））））））））））

（
月
）
まままままままままままままままま
でででででででででででででででで
ま
で
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市
民
の
皆
さ
ん
が
健
康
で
潤
い

の
あ
る
豊
か
な
く
ら
し
を
送
る
た

め
の
大
切
な
税
で
す
の
で
、社
会
の

ル
ー
ル
と
し
て
正
し
い
申
告
を
し

ま
し
ょ
う
。

申
告
が
必
要
な
方

　

平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、石

２０

巻
市
に
住
所
が
あ
る
方
で
、平
成

　

年
中
に
収
入
が
あ
り
、次
の
項

１９目
に
該
当
す
る
方
。

①
営
業
、農
業
、不
動
産
、一
時
、

配
当
な
ど
の
所
得
が
あ
っ
た
方

②
給
与
所
得
者
で
会
社
で
年
末

調
整
さ
れ
て
い
な
い
方
や
２
カ

所
以
上
の
会
社
か
ら
給
与
を
受

け
た
方

③
平
成　

年
中
に
会
社
を
退
職

１９

し
て
再
就
職
し
て
い
な
い
方

④
給
与
、年
金
所
得
者
で
医
療
費

控
除
や
雑
損
控
除
な
ど
の
各

種
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

⑤
収
入
が
無
い
方
や
、遺
族
年
金

な
ど
の
非
課
税
所
得
の
み
の
方

で
、市
の
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
方

申
告
し
な
く
て
も
よ
い
方

▼
税
務
署
で
確
定
申
告
を
し
た
方

▼
勤
め
先
で
年
末
調
整
を
し
た
方

申
告
に
必
要
な
も
の

▼
事
業
所
得
者
は
、売
上
げ
や
経

費
な
ど
が
わ
か
る
各
種
帳
簿
お
よ

び
領
収
書（
帳
簿
な
ど
を
あ
ら
か

じ
め
ま
と
め
て
く
る
と
ス
ム
ー
ズ

に
終
わ
り
ま
す
）

▼
給
与
所
得
者
お
よ
び
年
金
所

得
者
は
、源
泉
徴
収
票
ま
た
は
給

与
支
払
明
細
書

▼
平
成　

年
中
に
支
払
っ
た
生
命

１９

保
険
料
、地
震
保
険
料
、長
期
損

害
保
険
料
、国
民
健
康
保
険
税
、

国
民
年
金
保
険
料
、介
護
保
険
料
、

医
療
費
な
ど
の
支
払
証
明
書
や

領
収
書

▼
本
人
ま
た
は
被
扶
養
者
が
障

害
者
の
場
合
は
、障
害
者
手
帳

　

（
要
介
護
認
定
に
係
る
障
害
者

控
除
を
受
け
る
方
は
、市
交
付
の

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
）

▼
印
か
ん（
金
融
機
関
届
出
印
）

▼
還
付
金
振
込
用
口
座
番
号

問　

市
民
税
課（
内
線　

・　

）
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◆申告書は自分で書いてお早めに！

　平成１９年分所得税の確定申告の相談および申告書の受

け付けは、２月１８日（月）から３月１７日（月）までです。還付申

告の方は、２月１５日（金）以前でも申告書を提出することがで

きます。

　申告書は「所得税の確定申告の手引き」などを参考にご

自分で記載して、送付などによりお早めにご提出ください。

◆パソコンで楽々申告！

　国税庁ホームページの『確定申告書等作成コーナー』で

は、申告書を自動計算により簡単に作成・プリントアウトする

ことができます。また、ｅ‐Ｔａｘを利用すると、申告データ

を直接電子申告することもできます。

国税庁ホームページ　http：//www．nta．go．jp

e-Taxホームページ　http：//www．e‐tax．nta．go．jp

申告書などの送付先

〒９８６－０８２７　石巻市千石町２番３５号　石巻税務署

問　石巻税務署　�２２－４１５１

　税務署にお電話いただければ、音声案内により電話相談

センターにおつなぎします。

『税務署からのお知らせ』
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●平成20年度の主な改正点
★住宅ローン控除適用者に対する調整措置

　→税源移譲により、所得税から控除しきれなかった住

宅ローン控除額を、翌年度の市・県民税から減額される

調整措置が導入されます。（詳細は６ページ参照）

★税源移譲時の年度間の所得変動に係る減額措置

　→平成１９年分の所得が大きく下がり、所得税が課税さ

れない場合、平成１９年度の市・県民税が減額される措置

が適用されます。（詳細は６ページ参照）

★老年者に係る非課税措置の廃止

　→６５歳以上に係る非課税措置（１２５万円以下）が廃止さ

れます。

（平成１９年度 市・県民税 ２/３課税⇒平成２０年度 市・県民

税全額課税）

★地震保険控除の創設

　→損害保険料控除を改組し、地震保険料控除制度が創

設されます。

（支払った地震保険料の１/２の金額【控除限度額２万５千

円】を所得控除）

　※経過措置として、平成１８年１２月３１日までに締結した

長期損害保険契約に係る保険料については従前どおり

損害保険料控除を適用できます。


